
「地域包括支援センターの設置運営について」

老計発第 1018001 号

老振発第 1018001 号

老老発第 1018001 号

p.4「 3 市町村の責務 ③ センター間における役割分担と連携の強化」

管内に複数のセンターがある市町村においては、地域の課題や目標をセンター間で共有し

ながらセンターが相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求められる。 例え

ば、

・ 権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターを支援す

るセンター（以下「機能強化型センター」という。）を設置

するなど、センター間の連携強化や役割分担を通じて、効果的、一体的な運営体制を構築

していくことが可能と考える。

p.9「 4 事業内容 ③ 権利擁護業務について」

権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問

題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にあ

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・る高齢者が、

継続的な視点からの支援を行うものである。

業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢

者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害 防止に関する諸制度を活用し、高齢者

生活の維持を図るものである。

抜粋

- 137 -

の

の

- 103 -

一部改正　平成 30 年 5 月 10 日
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 【
別

添
２

】
 

 

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
 

 １
 
目

的
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
第
９
条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
、
知

的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

３
５

年
法

律
第

３
７

号
）

第
９

条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
並
び
に
精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
５

年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
９
条
第
１
項
に

基
づ

く
相

談
等

の
業

務
を

総
合

的
に

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る
施
設
で
あ
る
。
 

 ２
 
設

置
主

体
 

（
１

）
 
市

町
村

 

（
２

）
 
市

町
村

か
ら

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
事
業
及

び
業

務
の

実
施

の
委

託
を

受
け

た
一

般
相

談
支

援
事

業
を
行
う
者
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を

行
う

者
 

※
 
（

２
）

の
市

町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
場
合
に
は
、
市
町

村
に

対
し

て
届

出
が

必
要

と
な

る

こ
と

に
留

意
。

 

 ３
 
設

置
方

法
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
単
独
市
町
村
又
は
複
数
市
町
村

に
よ

る
設

置
、

市
町

村
直

営
又

は
委

託
に

よ
る

設
置

等
、

地
域
の
実
情
（
人
口
規
模
、
地
域
に
お
け
る

相
談

支
援

の
体

制
、

人
材

確
保

の
状

況
等

）
に

応
じ

て
最

も
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

 
 

 ４
 
業

務
内

容
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
第

９
条

第
５

項
第

２
号

及
び

第
３

号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
９
条
第
５
項
第

２
号

及
び

第
３

号
並

び
に

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
第

４
９

条
第

１
項

に
基

づ
く

相
談

等
の

業
務

を
総

合
的

に
行

う
。

 

具
体

的
に

は
、

地
域

の
実
情
に
応
じ
て
以
下
の
業
務
等
を
行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 
総

合
的

・
専
門
的
な
相
談
支
援
の
実
施
 

・
 
障

害
の

種
別
や
各
種
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
総
合
的
な

相
談

支
援

や
専

門
的

な
相

談
支

援

の
実

施
 

（
２

）
 
地

域
の

相
談
支
援
体
制
の
強
化
の
取
組
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
に
対
す
る
訪
問
等
に
よ
る
専
門

的
な

指
導

、
助

言
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
の
人
材
育
成
の
支
援
（
研
修
会

の
企

画
・

運
営

、
日

常
的

な
事

例

検
討

会
の

開
催

、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
点
検
・
評
価

等
）

 

・
 
地

域
の

相
談
機
関
（
相
談
支
援
事
業
者
、
身
体
障
害
者
相

談
員

、
知

的
障

害
者

相
談

員
、

民

生
委

員
、

高
齢

者
、
児
童
、
保
健
・
医
療
、
教
育
・
就
労

等
に

関
す

る
各

種
の

相
談

機
関

等
）

と
の

連
携

強
化

の
取
組
（
連
携
会
議
の
開
催
等
）
 

（
３

）
 
地

域
移

行
・
地
域
定
着
の
促
進
の
取
組
 

・
 
障

害
者

支
援
施
設
や
精
神
科
病
院
等
へ
の
地
域
移
行
に
向

け
た

普
及

啓
発

 

・
 
地

域
生

活
を
支
え
る
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
 

令
和
4年
3月
30
日
付
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知

「
地
域
生
活
支
援
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」

別
紙
１
　
地
域
生
活
支
援
事
業
実
施
要
綱
　
（
別
記
１
－
３
）
相
談
支
援
事
業
実
施
要
領
よ
り
抜
粋

16
 

 
 

※
 
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村
が
設
置
す
る
協
議
会
の
運
営

の
委
託
を
受
け
る
等
に
よ
り
、
地
域
の
障
害
者
等
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。
 

（
４

）
 
権
利
擁
護
・
虐
待
の
防
止
 

・
 
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
 

・
 
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
取
組
 

 ５
 
人

員
体

制
 

基
幹

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役

割
を

担
う

機
関
と
し
て
必
要
と
な
る
人
員
（
主
任
相
談
支
援
専
門
員
、
相
談
支
援
専
門
員
、
社
会
福
祉

士
、

精
神

保
健
福
祉
士
、
保
健
師
等
）
を
配
置
す
る
。
 

 ６
 
秘

密
保

持
 

基
幹

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、

正
当

な
理

由
な
し
に
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 ７
 
そ

の
他

 

（
１

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
又
は
運
営
の
責
任
主
体
と
し
て
、
基
幹
相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
適
切
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
又
は
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
等

に
お
い
て
、
設
置
方
法
や
実
施
す
る
事
業
内
容
の
事
業
の
実
績
の
検
証
等
を
行
う
こ
と
。
 

（
３

）
 
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
総
合
的
な
相
談
等
の
業
務
を
行
う
上
で
支
障
が
な
い
よ
う
、

各
業
務
を
行
う
場
所
は
一
体
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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